
 

  

令和６年１１月１１日 

国 土 交 通 省 

秋田河川国道事務所 

湯沢河川国道事務所 

能代河川国道事務所 

玉 川 ダ ム 管 理 所 

 

  雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の 

『河川協力団体』を募集します 

 

 【河川協力団体制度の目的】 

 ◆河川協力団体制度は、河川協力団体として指定し、河川管理者と連携して活動する団体と

して法律上位置づけ、自発的な活動を促進させ、河川管理のパートナーとして活動してい

ただくことにより、地域の実情に応じた多岐にわたる河川管理の充実を図るものです。 

  

記 

 

詳細な募集内容については、各事務所のホームページから入手が可能です。 

１．募集期間 ： 令和 ６年１１月１２日（火）から 

         令和 ６年１２月１３日（金）まで 

２．募集要項等： 【雄物川（下流）・子吉川】秋田河川国道事務所 

http://www.thr.mlit.go.jp/akita/index.html 

【雄物川（上流）】湯沢河川国道事務所 

http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/index.html 

【米代川】能代河川国道事務所 

http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/index.html 

【玉川ダム】玉川ダム管理所 

http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/index.html 

 

平成２５年度から始まりました河川協力団体制度に基づき、雄物川水系、米代川水系及び子吉

川水系の国管理区間について「河川協力団体」を募集します。 

応募をいただく条件としては、河川協力団体として河川の維持、河川環境の保全等の活動を

適正かつ的確に行うことができると認められる法人等が対象となります。 

http://www.thr.mlit.go.jp/akita/index.html
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/index.html
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/index.html
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/index.html


 

 

＜発表記者会：秋田県政記者会＞ 

＜問い合わせ先＞ 

※ 制度、目的等については秋田河川国道事務所まで 

  ※ 活動状況等については下記の各事務所までお問い合わせください。 

 

国土交通省 東北地方整備局 

 【雄物川（下流）・子吉川】秋田河川国道事務所 018-864-2290                                      

        副所長（河川担当）  成田
な り た

 正喜
ま さ き

（内線 204） 

        河川管理課長     阿部
あ べ

 政昭
まさあき

（内線 331） 

  

 【雄物川（上流）】湯沢河川国道事務所 0183-73-3174 

        副所長（河川担当）  岩沢
いわさわ

 博章
ひろあき

（内線 204） 

        河川管理課長     酒井
さ か い

  公
こう

（内線 331） 

 

 【米代川】能代河川国道事務所 0185-70-1246 

        副所長（河川担当）  小山田
お や ま だ

 等
ひとし

（内線 204） 

        河川管理課長     工藤
く ど う

 一志
か ず し

（内線 331） 

 

 【玉川ダム】玉川ダム管理所 0187-49-2170 

        管理所長       遠藤
えんどう

 俊彦
としひこ

（内線 201） 

        管理係長       水木
み ず き

 文彦
ふみひこ

（内線 332） 

 

 

 

国土交通省は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

河川協力団体の活動を通じ、SDGsの達成に貢献するとともに、より良い河川空間の形成を目指してまいります。 


